岡崎フットベースボール同好会　会則

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（名　　称）
第1条 この会は、「岡崎フットベースボール同好会」と称する。
（略称：岡崎フット同好会）

（目　　的）
第2条 この会は、スポーツを愛し、フットベースボールの発展を願い、小学生はもとより、そのOGから男女
問わず成人までの全てのフットベースボール活動を支援する。したがって、本会はフットベースボー
ルを通じて、地域の枠を超えて交流・親睦を図り互いに協力し、より多くの人達（成人・子供）が活躍
できる機会（場）を作る。
（組　　織）
第3条 この会は、本同好会の目的に賛同する会員で構成する。
（会　　員）
第４条 　　同好会の目的を理解し、協力をいただける方であれば、特に制限を設けず、入会を希望する人全て
が会員となれる但し、会員は本会のために、フットベースボールを心から敬愛し、ボランティア活動
の目的達成のために、フットベースボールを心から敬愛し、ボランティアして惜しみない労力と、知識
を提供しなければならない。また、会員は個人で入会することを前提とし、特に所属するチームは不
要とする。

（入退会）
第５条 　入会は、所定の用紙に必要事項を記入し事務局長へ提出し、役員会または実行会議に出席し承

認された時点で会員として登録される。退会は、本人の自由意志とし、退会届（様式自由）を事務局
長へ提出した時点で、認められる。第４条の会員条件に不適格と役員会で審議決定された場合は除
名する。
また、会員は、同好会の主催する会議（総会・役員会・実行会議のいずれかに年間を通じ一度も参
加しない場合、（会議には参加は無いが役員会で協力の貢献を認めた者を除く）は年度末（定期総
会前）に自動的に退会となる。
（役　　員）
第６条　　本同好会には、次の役員をおく。
会長　1名   副会長　1名　　事務局長　1名　　幹事　4名　　顧問　数名
地区幹事　9名　（岡崎ブロック地区より各1名及び市外地区より1名を選出する）　
会計 1名　　　会計監査  1名

　　　　　　　岡崎ブロック地区とは中央・美河・南・常葵・竜南・東海・岩津・矢作とする。（8ブロック）

　　　　　　　役員は、会員より選出するものとする。また、岡崎ブロック地区に会員がいない場合は、地区幹事は
空席とする。　
（顧　　問）
第7条  この会は、活動の主旨を理解し支援願う顧問を置く事が出来る。

会長が任期を終えた後は、顧問に就任する。ただし、本人が希望しない場合を除く。
（相談役）
第8条  この会は、活動の主旨を理解し支援願う相談役を置く事が出来る。

　　　　　　
（事　　業）
第９条   この会は、第２条の目的を達成するために次の事業を行う。
　　          　１．フットベースボール大会事業
　　   　       ２．フットベースボール技術向上及び発展のための事業
　　          　３．その他、目的達成のために必要な事業

　　　　　　　　　　この会の、事業における広報は全て同好会ホームーページにて公開（会員・一般は区別する）で行
い、会員間の直接広報は特別の理由がある場合を除き行わない。
（役員の選出、任期、任務）
第１０条  この会の役員は、総会において選出する。

　　　　　　会長・事務局長の選任においては原則、会長の後任は副会長があたる。

　　　　　　事務局長の後任は原則、事務局補佐があたる。

事務局長が任期を終えた後は、幹事に就任する。ただし、本人が希望しない場合を除く。

（役員の任期）
第１１条  役員の任期は、2年とする。但し、会長・事務局長を除き再任は妨げない。
（役員の役割・業務）

第１２条  役員の役割、業務は下記とする。

　　　　　　　顧問　　　：　会長に対し、助言・協力を行う
会長    ： 本同好会を代表して業務を統括する。
副会長  ： 会長を補佐し、会長に事故あるときは代行する。
事務局長： 役員会での決議にもとづく業務を掌握し、会長、副会長に事故ある時、または欠けた
　　　　　　　　時は、代行して職務を遂行する。他の同好会または団体との調整窓口業務を行う
幹事　　　：　事務局長の業務を補佐する。

          幹事の中より事務局補佐を1名選出する。

総会および役員会の議事を記録し管理する。

地区幹事： 役員会において本同好会の事業（活動）について協議・決議し、その内容にもとづき業
務を遂行する。ブロック内会員との連絡調整を行う。
会計    ： 本会の会計に関する業務を遂行する。
　　　　　　　　  会計監査 ： 本会の会計の執行状況を監査する。

　　　　　　　　  地区幹事を除く役員は、フットベースボールに関する他の団体の役員を兼務することは出来ない。

（会　　議）
第１３条  この会の会議は、総会、役員会、実行会議、ブロック会議とする。会議の内容は下記の通り。
総会      ： 年１回以上開催し、会則の改定、事業・会計の審議及び承認、役員の承認を行う。
役員会　　　： 会長、副会長、事務局長、幹事、地区幹事、顧問、会計で構成し、事務局長の要請に
より会長又は副会長が必要と判断した時に招集し、本会の事業の企画等を審議・決定
をする。

一般会員は会議に出席し意見を述べることが出来る。ただし、役員会における議決権
は有しない。
また、会議資料は、役員以外に用意は行わない。資料の必要な方は、ホームページよ
りダウンロードを行い、持参すること。
　　　　　　　　　実行会議　　：　役員および一般会員で構成し、大会・練習会等の準備会議とする。
ブロック会議： 地区幹事および一般会員で構成し、役員会の決定事項を各ブロック内に展開する。

（会議の議決）

第１４条  会議の議決は出席者の過半数とする。また、総会の議長は会長が、役員会の議長は副会長が、またブ
ロック会議の議長はそれぞれの地区幹事が務める。

（会　　計）
第１５条  この会に関する経費は、次の費用で運営する。
　　        　１．会員年会費　：　　会員会費を徴収しない

　　　　　　　　　　 但し、役員会において必要と認めた場合は、会員より臨時会費の徴収もあり得る。
会費の退会による返還はしない。
　　         ２．大会参加費

　　　　　         大会参加費は、大会開催の都度に有料施設有無などの条件により、その金額を役員会で審議、
決定する。

３．寄付金・協賛金

（特別委員会）

第16条 　この会の運営に関し必要がある場合、役員会の決定により特別委員会を設けることが出来る。特別委
員会の委員の任命は、会長・副会長・事務局長により人選し、役員会にて承認を得るものとする。

　　　　　　　　　特別委員会の決議事項は、役員会で承認を得なければならない。

　　　　　　　　　特別委員会の名称はその都度、役員会で定める

第17条  この会の会計は、毎年４月１日に始まり、翌年の３月３１日に終わる。

（付　　則）
1. この会の会則は、平成１７年２月１２日より適用する。

１. この会の会則は、平成１８年４月１５日より変更適用する。　　　　

1. この会の会則は、平成１９年４月１５日より変更適用する。

1. この会の会則は、平成２１年４月１５日より変更適用する。
